
29 北海道自治研究 ２０１８年７月（Ｎo.594）

　「
こ
れ
が
私
た
ち
の
国
で
す
」。
六
月
二
七
日
、

札
幌
市
中
央
区
の
北
海
道
庁
赤
れ
ん
が
庁
舎
。
カ

ナ
ダ
・
ケ
ベ
ッ
ク
州
の
フ
ァ
ー
ス
ト
・
ネ
ー
シ
ョ

ン
ズ
（
先
住
民
族
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
）、
ク
リ
ー
族

の
男
性
が
カ
ナ
ダ
北
部
の
地
図
を
示
し
た
。
男
性

は
ク
リ
ー
族
の
リ
ー
ダ
ー
の
一
人
、バ
ー
テ
ィ
ー
・

ワ
パ
チ
ー
氏
。
声
高
に
訴
え
る
の
で
も
な
く
、
柔

和
な
笑
顔
で
自
分
た
ち
の
今
を
淡
々
と
語
っ
た
。

　
カ
ナ
ダ
の
先
住
民
族
は
約
一
六
七
万
人
で
、
全

体
の
約
五
％
。
ク
リ
ー
族
は
カ
ナ
ダ
の
先
住
民
族

で
は
最
大
で
約
二
〇
万
人
に
上
る
。
一
八
〇
〇
年

代
後
半
か
ら
、
カ
ナ
ダ
政
府
に
よ
る
同
化
政
策
に

苦
し
ん
だ
。
強
制
移
住
さ
せ
ら
れ
、
子
ど
も
た
ち

は
親
か
ら
引
き
離
さ
れ
、
寄
宿
舎
で
西
洋
式
の
教

育
を
強
要
さ
れ
た
。
学
校
で
は
自
分
た
ち
の
言
語

が
禁
止
さ
れ
た
。
寄
宿
舎
は
政
府
が
補
助
し
、
一

九
九
〇
年
代
ま
で
続
い
た
。

　
二
〇
〇
八
年
、
カ
ナ
ダ
の
ハ
ー
パ
ー
首
相
（
当

時
）
が
同
化
政
策
を
謝
罪
。
昨
年
九
月
に
は
、
ト

ル
ド
ー
首
相
が
国
連
で
の
演
説
で
、
大
半
を
先
住

民
族
へ
の
謝
罪
と
反
省
、
償
い
へ
の
決
意
に
さ
い

た
。
札
幌
で
の
講
演
会
に
出
席
し
た
在
日
カ
ナ
ダ

大
使
館
の
ナ
デ
ィ
ア
・
ブ
ル
ジ
ェ
ー
首
席
公
使
は

「
過
去
を
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
過
去
に

学
び
、よ
り
よ
い
環
境
を
つ
く
る
こ
と
は
で
き
る
」

と
話
し
た
。

　
カ
ナ
ダ
で
は
、憲
法
で
先
住
民
族
が
規
定
さ
れ
、

散 射 韻

た
が
、
文
化
面
で
の
施
策
が
中
心
で
、
所
得
や
大

学
進
学
率
な
ど
経
済
的
な
格
差
の
是
正
は
進
ま
な

か
っ
た
。
国
会
が
ア
イ
ヌ
を
先
住
民
と
認
め
る
決

議
を
し
た
の
は
二
〇
〇
八
年
。
そ
の
後
、
政
府
は

新
た
な
ア
イ
ヌ
施
策
の
検
討
を
始
め
、
ア
イ
ヌ
に

関
す
る
国
立
の
「
民
族
共
生
象
徴
空
間
」
の
建
設

の
ほ
か
、
新
法
の
制
定
も
検
討
さ
れ
て
い
る
。

　
今
年
は
「
北
海
道
」
の
命
名
一
五
〇
年
目
。
そ

の
基
と
な
っ
た
「
北
加
伊
道
」
を
提
案
し
た
の
は

幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
北
海
道
で
活
躍
し
た
探

検
家
、
松
浦
武
四
郎
だ
。「
カ
イ
（
加
伊
）」
は
ア

イ
ヌ
語
で
「
ア
イ
ヌ
が
住
む
地
域
」
と
い
う
意
味

を
持
つ
。
武
四
郎
は
、
自
身
の
著
作
で
、
松
前
藩

に
よ
る
ア
イ
ヌ
へ
の
強
制
労
働
や
虐
待
を
批
判
。

明
治
維
新
後
も
、
北
海
道
開
拓
の
現
地
責
任
者
と

な
り
、
政
府
に
ア
イ
ヌ
の
差
別
解
消
を
進
言
し
た

が
、
聞
き
入
れ
ら
れ
ず
に
、
辞
職
し
た
。

　
武
四
郎
の
指
摘
か
ら
一
五
〇
年
が
た
っ
て
も
、

格
差
は
な
く
な
ら
ず
、
ア
イ
ヌ
の
先
住
民
族
と
し

て
の
地
位
も
憲
法
や
法
律
で
定
め
ら
れ
て
い
な

い
。
安
倍
政
権
に
な
り
、
憲
法
改
正
論
議
が
盛
ん

だ
が
、
先
住
民
族
へ
の
言
及
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

　
一
五
〇
年
を
単
な
る
「
お
祝
い
」
に
し
て
は
い

け
な
い
。
過
去
の
歴
史
と
真
摯
に
向
き
合
っ
て
こ

そ
、
次
に
向
か
う
こ
と
が
で
き
る
。
カ
ナ
ダ
の
よ

う
に
、
私
た
ち
の
国
の
首
相
の
「
言
葉
」
が
聞
き

た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　＜

洋＞

先
住
民
族
と
し
て
登
録
さ
れ
る
と
、
一
定
の
権
利

や
特
典
、
社
会
保
障
な
ど
が
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
。
古
地
順
一
郎
・
北
海
道
教
育
大
函
館
校
准
教

授
に
よ
る
と
、
先
住
民
族
の
人
口
は
一
〇
年
前
よ

り
約
四
割
増
え
た
。出
生
率
が
高
い
こ
と
に
加
え
、

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
が
高
ま
り
、
先
住
民
族
と

名
乗
り
出
る
ケ
ー
ス
も
少
な
く
な
い
と
い
う
。

　
ワ
パ
チ
ー
氏
は
、
ケ
ベ
ッ
ク
州
北
部
に
居
住
す

る
。
こ
こ
に
は
ク
リ
ー
族
約
二
万
人
が
暮
ら
し
、

ク
リ
ー
族
評
議
会
が
環
境
保
護
や
狩
猟
、
漁
獲
、

経
済
、開
発
な
ど
の
自
治
権
を
有
す
る
。ワ
パ
チ
ー

氏
は
「
権
利
を
獲
得
す
る
た
め
、
四
〇
年
間
、
連

邦
政
府
や
州
政
府
と
交
渉
し
て
き
た
。
今
は
自
分

た
ち
が
将
来
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
。
だ
か
ら

今
、
私
た
ち
は
こ
こ
に
い
る
」
と
話
し
た
。

　
ク
リ
ー
族
は
経
済
的
な
自
立
を
目
指
す
。
今
回

来
日
し
た
目
的
の
一
つ
は
日
本
と
の
ビ
ジ
ネ
ス

だ
。
ワ
パ
チ
ー
氏
は
「
私
た
ち
の
国
に
は
最
高
級

の
マ
ツ
タ
ケ
が
あ
る
」
と
強
調
し
、
日
本
と
の
取

引
に
期
待
し
た
。◇

　
　
　
　
　
◇

　
日
本
の
先
住
民
族
の
今
は
ど
う
か
。
唯
一
の
ア

イ
ヌ
の
国
会
議
員
だ
っ
た
故
・
萱
野
茂
さ
ん
が
国

会
で
初
め
て
質
問
し
た
の
は
二
四
年
前
。
ア
イ
ヌ

語
を
交
え
て
、
同
化
政
策
を
進
め
た
旧
土
人
保
護

法
の
撤
廃
な
ど
を
求
め
た
。
同
法
が
廃
止
さ
れ
、

一
九
九
七
年
に
ア
イ
ヌ
文
化
振
興
法
が
制
定
さ
れ

先住民の150年


